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 付け替え道路計画について協議する行

政連絡会ワーキンググループ会議の様子 
（２月１３日 於：設楽町会議室） 



 

 

 設楽ダム建設事業に係る現地立入り調査（以下「調査」という。）

に関する基本事項について、愛知県北設楽郡設楽町長 後藤米治（以

下「甲」という。）と、建設省中部地方建設局長 山口一弘（以下「乙」

という。）は、愛知県知事 鈴木礼治（以下「立会人」という。）の

立会いのもとに、次の事項について協定を締結する。 

第１条 甲及び乙は、調査を実施するにあたり、相互にその基本的

立場を尊重し、誠意と責任を持って対応するものとする。 

第２条 乙が実施する調査の内容は次のとおりとする。 

（１）技術関係調査 

（２）環境関係調査 

（３）生活再建関係調査 

第３条 調査は、別途甲と中部地方建設局設楽ダム調査事務所長が

愛知県豊川水系対策局長の立会いのもとに締結する細目協定書に基

づき実施するものとする。 
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おり変
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２ 乙は、前項の細目協定書の内容の実施にあたって必要となる地

元協議については、話し合いを基本とするものとする。 

第４条 本協定書に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、そ

の都度甲、乙が誠意を持って協議して定めるものとする。 

 本協定締結の証として本書３通を作成し、甲、乙及び立会人が署

名押印のうえそれぞれが１通を保有するものとする。 

                              平成４年１０月２７日 

 甲 愛知県北設楽郡設楽町 

            町 長    後藤 米治  ◯印  
 乙 建設省中部地方整備局 

   局 長  山口 一弘  ◯印  
 立会人 愛 知 県 

   知 事  鈴木 礼治  ◯印  

 註）赤字：読み替え箇所 （「実施計画調査」→「建設事業」） 
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資料 A  設楽ダム建設事業に係る現地立ち入り調査に関する協定
年１０月２７日付で締結された「設楽ダム建設事業に係る

り調査に関する協定書」第３条第１項に基づき現地立入り

下「調査」という。）の実施について、愛知県北設楽郡設楽

藤米治（以下「甲」という。）と建設省中部地方建設局設楽

事務所長 高橋洋一（以下「乙」という。）は、愛知県豊川

本部事務局長 白井伸洋（以下「立会人」という。）の立会

、平成４年１０月２７日付けで締結された「設楽ダム建設

る現地立入り調査に関する細目協定書」の一部を下記のと

する。 

乙が実施する調査の主な内容は、次のとおりとする。 

術関係調査 

イト、貯水池、原石山、土捨場、道路等に係る測量及び地

 

境関係調査 

動植物等に係る環境に関する調査等 

活再建関係調査 

係者等の生活再建を円滑にするための調査等    

乙が行う調査の協議は、甲を通じて行うものとする。 

乙は、調査を行う場合、事前に調査の内容を甲及び関係者

、了解を得るものとする。 

査が完了した時点において、調査結果の内容を甲 

者に説明するものとする。 

乙は、調査を実施するにあたり、土地の境界及び伐採を要

木の確認が必要となった場合は、所有者又はその関係人（以 

下「所有者等」という。）による立合のもとにこれを定めるものとす

る。 

第５条 乙は、調査のための立竹木の伐採等に伴う損失については、

甲及び所有者等と協議し、これを補償するものとする。 

第６条 乙は、調査立入りに伴い、農作物・立毛等の踏み荒しによ

る損失が生じた場合、甲及び所有者等と協議し、これを補償するも

のとする。 

第７条 乙が、調査に際し、所有者等に立合いを要請したときは、

立合者に謝金を支払うものとする。 

第８条 乙は、調査期間中に所有者等から異議の申し出があった場

合、当該調査を一時中止し、甲及び所有者等と協議のうえ円満な解

決を図るものとする。 

第９条 乙は、調査の実施にあたっては話し合いを原則とし、みだ

りに法的手段によらないものとする。 

第１０条 本細目協定書に定めのない事項または疑義が生じた場合

は、その都度立会人の立合いのもとに甲、乙協議して定めるものと

する。 

  本細目協定締結の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び立会

人が記名押印のうえそれぞれ１通を保有するものとする。 

                 平成１４年３月２７日 

甲 愛知県北設楽郡設楽町長   後藤 米治 ◯印  

乙 建設省中部地方建設局 

 設楽ダム調査事務所長    高橋 洋一   ◯印  

立会人 愛知県豊川水系対策局長   白井 伸洋   ◯印  


